
 
 
 
 

 
令和８年２月４日付で入札公告する「神契公告第２１７号～第２４６号」の『債務負担

行為を設定した業務委託案件』の入札に際し、公正な競争の確保と適正価格による受注を

図るため、変動型最低制限価格を設定いたします。 
最低制限価格は、下記のとおり設定いたします。 

 
◎最低制限価格の算定方法 
 
　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　× 
 
（１） 最低制限価格積算基準額（以下「基準額」という）は、予定価格の３分の２から

１０分の８．５の範囲内において適宜の割合で決定します。 
（２） 基準額は、開札直前までに決定します。 
（３） 無作為（ランダム）係数は、０．９９５から１．００５の範囲内（１．０００は

除く）で小数点以下第３位までの十段階（下記の表）で、開札直前に抽選で決定

されます。 
（４） 無作為（ランダム）係数の決定は、最低制限価格自動計算システムにより行いま

す。 
（５） 抽選された無作為(ランダム)係数で下記の表から最低制限価格（千円未満切捨）

を算出し、決定します。 
（６） 開札会場で、開札立会人に対して無作為（ランダム）係数を公表します。 

　 

　 
※参照　令和７年度債務負担行為設定事業(業務委託)に係る変動型最低制限価格算出要領

 最低制限価格算出式

 基準額　×　１．００５ 基準額　×　０．９９９

 基準額　×　１．００４ 基準額　×　０．９９８

 基準額　×　１．００３ 基準額　×　０．９９７

 基準額　×　１．００２ 基準額　×　０．９９６

 基準額　×　１．００１ 基準額　×　０．９９５

債務負担行為設定事業（業務委託）の 

変動型最低制限価格の設定について

最低制限価格 最低制限価格積算基準額 無作為（ﾗﾝﾀﾞﾑ）係数 


